
ディー・ブイ・ディー・レコーダーの性能の 

向上に関する製造事業者等の判断の基準等 

平成 18 年 3 月 29 日経済産業省告示第 64 号 

改正 平成 19 年 11 月 26 日経済産業省告示 290 号 

１ 判断の基準 

 (1) エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令（昭和 54 年政令第 267 号）第 21 条第 21 号に掲げるデ

ィー・ブイ・ディー・レコーダー（以下「ＤＶＤレコーダー」という。）であって、デジタル放 送受信機を内蔵して

いないもの（以下、「地デジ非対応ＤＶＤレコーダー」という。）の製造又は輸入の事業を行う者（以下「製造

事業者等」という。）は、目標年度（平成 20 年４月１日に始まり平成 21 年３月 31 日に終わる年度）以降の

各年度において国内向けに出荷する地デジ非対応ＤＶＤレコーダーのエネル ギー消費効率（３に定める

方法により測定した数値をいう。以下同じ。）を次の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平

均した数値が同表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率（同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の

右欄に掲げる算定式により算定した数値をいう。ただし、ビデオテープレコーダーのみを 有するものにあ

っては、同表の右欄に掲げる数値をいう。）を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均し

た数値を上回らないようにすること。 

  区分    

付属の録画装

置 

チューナー及び信号

変換機能 

付加端子 区分名 

準エネルギー消費

効率又はその算定

式 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ａ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋45 基本仕様のもの 

 

デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｂ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋49 

 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ｃ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋55 

 

チューナーを複数有す

るもの 

 デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｄ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋60 

 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ｅ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋63 

 

磁気ディスク装

置（以下「ＨＤＤ」

という。）のみを

有するもの 

ＭＰＥＧエンコーダーを

複数有するもの 

 デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｆ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋68 

 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ｇ 

 

Ｅ＝39 

 

基本仕様のもの 

 

デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｈ 

 

Ｅ＝44 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ｉ 

 

Ｅ＝39 

 

ビデオテープレ

コーダー（以下

「ＶＴＲ」という。）

のみを有するも

の チューナーを複数有す

るもの 

 デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｊ 

 

Ｅ＝54 

 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ｋ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋58 

 

基本仕様のもの 

 

デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｌ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋63 

 

デジタルネットワーク端子を

有しないもの 

Ｍ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋68 

 

チューナーを複数有す

るもの 

 デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｏ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋73 

 

ＨＤＤ及びＶＴＲ

を有するもの 

 

ＭＰＥＧエンコーダーを デジタルネットワーク端子を Ｐ Ｅ＝0.02Ｃ＋76 



有しないもの   複数有するもの 

 デジタルネットワーク端子を

有するもの 

Ｑ 

 

Ｅ＝0.02Ｃ＋81 

 

備考１  「デジタルネットワーク端子」とは、iLink、ＵＳＢ、ＬＡＮ、ＨＤＭＩをいう。 

   ２  Ｅ及びＣは、次の数値を表すものとする。 

     Ｅ：基準エネルギー消費効率（単位 キロワット時毎年） 

     Ｃ：ＨＤＤの記憶容量（単位 ギガバイト） 

 (2) ＤＶＤレコーダーであって、デジタル 放送受信機を内蔵しているもの（以下、「地デジ対応ＤＶＤレコーダ

ー」という。）の製造又は輸入の事業を行う者（以下「製造事業者等」という。）は、目標年度（平成 22 年４

月１日に始まり平成 23 年３月 31 日に終わる年度）以降の各年度において国内向けに出荷する地デジ対

応ＤＶＤレコーダーのエネルギー消費効率（３に定める方法により測定した数値をいう。以下同じ。）を次

の表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が同表の右欄に掲げる基 準エネル

ギー消費効率を同表の左欄に掲げる区分ごとに出荷台数により加重平均した数値を上回らないようにす

ること。 

区             分 

付属の録画装置 ＨＤＤの記憶容量 付加機能  区分名 

基準エネルギー

消費効率 

付加機能を有さない

もの 

ａ 

 

58.1 

 

付加機能を１つ有す

るもの 

ｂ 

 

64.4 

 

ＨＤＤの記憶容量が 500（Ｇ

Ｂ）未満のもの 

付加機能を２つ以上

有するもの 

ｃ 

 

71.2 

 

付加機能を有さない

もの 

ｄ 

 

65.3 

 

付加機能を１つ有す

るもの 

ｅ 71.7 

 

ＨＤＤのみを有す

るもの ＨＤＤの記憶容量が 500（Ｇ

Ｂ）以上のもの 

付加機能を２つ以上

有するもの 

ｆ 

 

78.4 

 

付加機能を有さない

もの 

ｇ 

 

65.0 

 

付加機能を１つ有す

るもの 

ｈ 

 

71.9 

 

ＨＤＤの記憶容量が 500（Ｇ

Ｂ）未満のもの 

付加機能を２つ以上

有するもの 

ｉ 

 

79.3 

 

付加機能を有さない

もの 

ｊ 

 

72.9 

 

付加機能を１つ有す

るもの 

ｋ 

 

79.8 

 

ＨＤＤ及びＶＴＲを

有するもの 

ＨＤＤの記憶容量が 500（Ｇ

Ｂ）以上のもの 

付加機能を２つ以上

有するもの 

ｌ 

 

87.2 

 

 備考 「付加機能」とは、２番組同時録画機能、iLink、同時エンコード機能をいう。 

２ 表示事項等 

 ２－１ 表示事項 

ＤＶＤレコーダーのエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。 

イ 品名及び形名 

ロ 区分名 

ハ ＨＤＤの記憶容量（ＨＤＤを有するものに限る。） 



ニ エネルギー消費効率 

ホ 製造事業者等の氏名又は名称 

 ２－２ 遵守事項 

(1) エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則（昭和 54 年通商産業省

令第 74 号）別表第５下欄に掲げる数値を有効数字３桁以上で、キロワット時毎年単位で表示すること。こ

の場合において、エネルギー消費効率は表示値の 100 分の 105 以下とすること。 

(2) ２－１に掲げる表示事項の表示は、 消費者が機器の選定に当たり、性能に関する表示のあるカタロ

グ及び取扱説明書の見やすい箇所にわかりやすく表示すること。この場合、２－１二に掲げる事項 は、

アンダーラインを引き、活字を大きくし、文字の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示すること。 

３ エネルギー消費効率の測定方法 

 １のエネルギー消費効率は年間消費電力量とし、当該年間消費電力量は次の式により算出するものとする。 

 i）ＨＤＤのみを有するもの、ＨＤＤ及びＶＴＲを有するもの 

  Ｅ＝［｛Pdon－（Pdon－Pdoff）×0.2｝×（7482.5－tepg）＋Phrec×730＋Phpl×365＋Pdvd×182.5＋Pepg×tepg］／1000 

 この式において、Ｅ、Pdon、Pdoff、Phrec、Phpl、Pdvd、Pepg 及び tepg は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

   Ｅ ：年間消費電力量（単位 キロワット時毎年） 

   Pdon：表示状態の待機時消費電力（単位 ワット） 

   Pdoff：非表示状態の待機時消費電力（単位 ワット） 

   Phrec：ＨＤＤ録画時の動作時消費電力（単位 ワット） 

   Phpl：ＨＤＤ再生時の動作時消費電力（単位 ワット） 

   Pdvd：ＤＶＤの動作時消費電力（単位 ワット） 

   Pepg：電子番組表（以下「ＥＰＧ」という。）取得時の消費電力（単位 ワット） 

   tepg：年間基準ＥＰＧ取得動作時間（単位 時間） 

 ii）ＶＴＲのみを有するもの 

   Ｅ＝［｛Pdon－（Pdon－Pdoff）×0.2｝×（7665－tepg）＋Pdvd×730＋Pvtr×365＋Pepg×tepg］／1000 

 この式において、Ｅ、Pdon、Pdoff、Pdvd、Pvtr、Pepg 及び tepg は、それぞれ次の数値を表すものとする。 

   Ｅ ：年間消費電力量（単位 キロワット時毎年） 

   Pdon：表示状態の待機時消費電力（単位 ワット） 

   Pdoff：非表示状態の待機時消費電力（単位 ワット） 

   Pdvd：ＤＶＤの動作時消費電力（単位 ワット） 

   Pvtr：ＶＴＲの動作時消費電力（単位 ワット） 

   Pepg：ＥＰＧ電子番組表取得時の消費電力（単位 ワット） 

   tepg：年間基準ＥＰＧ取得動作時間（単位 時間） 

  

(1) Pdon：表示状態の待機時消費電力（単位 ワット） 

表示状態の待機時消費電力は、被試験器の電源を切った状態であって、リモートコントロールによる操作

が可能な状態（以下「待機時状態」という。）において、時刻等の表示機能を表示して測定した消費電力と

する。 

(2) Pdoff：非表示状態の待機時消費電力（単位 ワット） 

    非表示状態の待機時消費電力は、待機時状態において、時刻等の表示機能を非表示として測定した消

費電力とする。なお、表示機能を非表示とすることが出来ない場合は、表示状態の待機時消費電力とす

る。 

(3) Phrec：ＨＤＤ録画時の動作時消費電力（単位 ワット） 



 ＨＤＤ録画時の動作時消費電力は、内蔵の地上波アナログチューナーで１ch の受信信号をＨＤＤにて標準録

画モードで録画する際に要した消費電力とする。 

 ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダーにあっては、内蔵の地上波デジタルチューナーでＵＨＦ27ch の受信信号

を放送されたトランスポートストリーム信号をそのまま記録するモードで録画する際に要した消費電力とす

る。 

 (4) Phpl：ＨＤＤ再生時の動作時消費電力（単位 ワット） 

    ＨＤＤ再生時の動作時消費電力は、(3)に規定する方法で録画した映像を標準モードで再生したときの消

費電力とする。 

    ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダーにあっては、(3)で規定する方法で録画した映像を通常再生したとき

の消費電力とする。 

 (5) Pdvd：ＤＶＤの動作時消費電力（単位 ワット） 

    ＤＶＤの動作時消費電力は、使用するＤＶＤの半径が 24 ミリメートル以上 27.5 ミリメートル以下の箇所を

再生したときの消費電力とする。 

 (6) Pvtr：ＶＴＲの動作時消費電力（単位 ワット） 

    ＶＴＲの動作時消費電力は、内蔵の地上波アナログチューナーで１ch の受信信号をＶＴＲにて標準録画

モードで録画する際に要した消費電力とする。 

 (7) Pepg：ＥＰＧデータ取得時の消費電力（単位 ワット） 

    ＥＰＧデータ取得時の消費電力は、ＥＰＧデータ取得動作時の消費電力とする。 

    ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダーにあっては、デジタル放送用ＥＰＧデータ取得動作時の消費電力と

する。 

 (8) tepg：年間基準ＥＰＧ取得動作時間（単位 時間） 

   機器により異なる。 

 (9) 測定条件 

[1] 電源電圧は、100 ボルト±２％、周波数 50Hz 又は 60Hz±１Hz とすること。 

[2] 時刻等の表示部の明/暗切換え機能がある場合は工場出荷の状態とする。また、時計時刻の設定は

「10：00」とすること。 

[3] 測定は被試験器の消費電力が十分に安定した状態に達してから行うこと。 

[4] 消費電力の測定に用いる電力計は、測定値の平均化機能を有するものとし、電力のピークファクタは３

までの波形を測定する能力を持ち、精度は１％以内に校正されていること。 

[5] 被試験器の接続状態は以下のとおりとすること。 

なお、これ以外の端子がある場合においては非接続状態とする。 

ア 対テレビ間 

映像出力端子はＲＣＡ端子とし、映像信号はコンポジット信号とする。ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダ

ーにあっては、映像出力端子をＤ端子とし、映像信号はコンポーネント信号とする。 

音声出力端子はＲＣＡ端子とし、音声信号はＬ及びＲ信号とする。 

この場合において、接続端子は任意の１系統のみに接続し、その他は非接続状態とすること。 

イ 対ＲＦ信号発生器 

ＲＦアンテナ入力端子は地上波アナログチューナー用とする。ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダーにあっ

ては、地上波デジタルチューナー用とする。 

この場合において、ＲＦアンテナ入力端子を複数持つ場合には任意の１つの端子に接続し、残りは非接

続状態とすること。 

[6] [1]から[6]の測定においては、ＥＰＧ取得機能は切った状態で測定すること。なお、ＥＰＧ取得機能を切

ることが出来ないものについてはこれらの機能の非動作時において測定を行うものとする。 

[7] ジャストクロック機能は切った状態で測定すること。なお、ジャストクロック機能を切ることが出来ないも

のについては非動作時において測定を行うものとする。 

[8] その他の被試験器の機能設定は、それぞれ下記のとおりとすること。 

ア ＢＳアンテナ電源供給設定：ＯＦＦ 

イ ＢＳアンテナ出力設定（ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダーにあっては、ＢＳアンテナ及び地上波アンテ

ナ出力設定）：ＯＦＦ 

ウ 入力切替：地上波アナログチューナー 



エ チャンネル設定：ＶＨＦ １ch 

オ 録画予約：未設定 

カ 信号検出自動録画開始機能：ＯＦＦ 

キ デジタルネットワーク端子：ＯＦＦ 

ク 上記以外の設定：工場出荷状態 

[9] 測定に使用しない記録再生メディアは、未挿入の状態で測定すること。 

 (10) ＲＦアンテナ入力信号 

[1] 地デジ非対応ＤＶＤレコーダーにあっては、入力信号は下記の条件に基づく地上波アナログ信号とす

る。 

ア 標準変調方式：Ｍ 

イ カラーシステム：ＮＴＳＣ 

ウ 映像搬送波周波数：91.25MHz〈１ch〉 

エ 映像信号：日本工業規格Ｃ6101－１（1998）のカラーバー信号（75/０/75/０） 

オ 音声信号：１kHzＭＯＮＯ（60％変調） 

カ 高周波入力信号レベル：70dB（μＶ） 

[2] 地デジ対応ＤＶＤレコーダーにあっては、入力信号は下記の条件に基づく地上波デジタル信号とする。 

ア 放送方式：ＩＳＤＢ－Ｔ 

イ 映像搬送波周波数：557＋１/７MHz〈ＵＨＦ27ch〉 

ウ 映像信号：日本工業規格Ｃ6101－１（1998）のカラーバー信号（75/０/75/０） 

エ 音声信号：１kHzＭＯＮＯ（ＰＣＭ変調の変調率を最大変調時の－18dB とすること） 

オ 高周波入力信号レベル：－49dBm 

附 則  

この告示は、平成 19 年 11 月 26 日から施行する。ただし、地デジ対応ＤＶＤレコーダーにおける２の規定におい

ては、平成 20 年 11 月 26 日から施行する。 


